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令和６年２月１日 

次のとおり一般競争入札に付します。 

広島市水道事業管理者 

広島市水道局長 村上 裕之 

１ 調達内容 

⑴ 購入等件名及び数量

水道用硫酸アルミニウム（液体）（牛田浄水場）（単価契約）

予定数量 １２４ｔ

⑵ 調達件名の特質等

入札説明書及び仕様書による。

⑶ 納入期間

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

⑷ 納入場所

広島市東区牛田新町一丁目８番１号

広島市水道局牛田浄水場

⑸ 入札方法

ア 入札金額は、１ｔ当たりの単価を記載すること。 

  イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の１０に相当する額を加算した金額をもって契

約価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ

た契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記

載すること。 

⑹ 入札区分

本件は、広島市電子入札システム（以下「電子入札システム」

という。）を利用して行う電子入札対象案件である。ただし、

電子入札システムにより難い場合は、入札説明書に定める方法

により、所定の入札書を持参又は郵送（配達証明付書留郵便）

により入札することができる。 

なお、電子入札システムに関する手続については、広島市電

子入札システム等利用規約及び広島市水道局電子入札運用基準

に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 

⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市水道局契約規程

（以下「規程」という。）第４条の規定に該当しない者である

こと。 

⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和５・６・７年」の「物品の

売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務（建設コンサル

ティングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類

「物品の売買、修繕及び製造の請負」の登録種目「０７－０３ 

工業薬品」に登録されている者であること。 

なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入

札に参加を希望するものは、本市所定の申請書に必要事項を記

載の上、添付書類を添えて提出すること。詳細は、入札説明書

による。 

⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者で

あること。 

⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、

営業停止処分又は本局の指名停止措置若しくは競争入札参加資
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格の取消しを受けていないこと。 

⑸ 次に掲げる事項を証明した者であること。 

ア 納入しようとする物品が、入札説明書及び仕様書に定める

特質等を有すること。 

イ 物品を安定して納入できること。 

⑹ その他は、入札説明書による。 

３ 契約条項を示す場所等 

⑴ 契約条項を示す場所 

広島市水道局のホームページ(https://www.water.city.hiroshi 

ma.lg.jp/)→「入札・契約情報」→「電子入札・登録」→「調達

情報公開システム 一般公開用」→「カテゴリー検索 入札・

見積り情報」→「水道局 物品 一般競争入札［ＷＴＯ］」か

らダウンロードすることができる。ただし、これにより難い場

合（ダウンロードできない場合の書類を含む。）は、次の場所

で交付する。 

  ア 交付期間 

    入札公告の日から令和６年３月１２日（火）までの日（広

島市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日を除

く。）の午前８時３０分から午後５時まで 

  イ 交付場所 

〒７３０－００１１ 

広島市中区基町９番３２号 

広島市水道局財務課契約係 

電話 ０８２－５１１－６８２６（直通） 

⑵ 入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法 

広島市水道局のホームページ（前記⑴に記載のとおり。）か

らダウンロードできる。ただし、これにより難い場合は、前記

⑴において交付する。 

⑶ 契約条項、入札説明書等に関する問合せ先 

前記⑴イに同じ。 

⑷ 仕様書に関する問合せ先 

〒７３０－００１１ 

広島市中区基町９番３２号 

広島市水道局技術部調整課調整係 

電話 ０８２－５１１－６８６１（直通） 

⑸ 入札書の提出方法 

ア 電子入札システムを使用した入札書の送信により提出する

こと。ただし、電子入札システムにより難い場合は、紙によ

る入札書を持参又は郵送（配達証明付書留郵便）によること

ができる。 

イ 入札書の提出期間等 

(ア) 電子入札システムによる場合の提出期間 

ａ 初度入札 

令和６年３月１１日（月）の午前８時３０分から午後

５時１５分まで及び同月１２日（火）の午前８時３０分

から午後５時まで 

ｂ 再度入札を実施する場合 

令和６年３月１３日（水）の午後１時から午後５時１

５分まで及び同月１４日（木）の午前８時３０分から午

前１１時まで 

(イ) 持参による場合の提出期間及び提出場所 

ａ 提出期間 前記(ア)に同じ。  

ｂ 提出場所 前記⑴イに同じ。 

(ウ) 郵送（配達証明付書留郵便）による場合の提出期間及び

提出先 

ａ 提出期間 入札公告の日から令和６年３月１２日（火）

午後５時まで（必着） 

ｂ 提出先 前記⑴イに同じ。 

⑹ 入札回数 

入札回数は、２回限りとする。 

 ⑺ 開札の日時及び場所 

ア 初度入札 

(ア) 日時 令和６年３月１３日（水）午前９時 

(イ) 場所 広島市中区基町９番３２号 

     広島市水道局基町庁舎１０階入札室 

イ 再度入札を実施する場合 

(ア) 日時 令和６年３月１４日（木）午後１時 

(イ) 場所 前記ア(イ)に同じ。 

４ 落札者の決定 

本件公告に示した調達物品を納入できると本局が判断した入札

者であって、規程第１６条及び第１７条の規定に基づいて作成さ

れた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を

行った者を落札者とする。 

５ その他 

⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 入札保証金 

免除。ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするなど

契約を締結しないときは、規程第４条の規定により競争入札参

加資格の取消しを行う。また、契約期間に係る総支払予定金額

に対する入札保証金相当額（５パーセント）の損害賠償金を請

求する。  

⑶ 入札者に求められる義務 

この一般競争入札に参加を希望する者は、前記２に掲げる事

項について証明する書類（以下「資格確認申請書等」という。）

を令和６年２月２７日（火）までに前記３⑴イの場所に提出し

なければならない。また、開札日の前日までの間において、本

局から資格確認申請書等に関し、説明を求められた場合は、こ

れに応じなければならない。詳細は、入札説明書による。 

⑷ 入札の無効 

次に掲げる入札は、無効とする。 

  ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者

がした入札及び開札日時以後、落札者の決定までの間に前記２

⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは本局の指名停止

措置を受け、又はその他の一般競争入札参加資格を満たさなく

なった者がした入札 

イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

ウ 入札金額を訂正したもの 

エ 再度入札を実施する場合において、初度入札（無効となっ

た入札を除く。）の最低価格以上の価格でした入札 

オ その他規程第１０条各号のいずれかに該当する入札（外国

事業者が同条第１号の押印に代えて署名したものを除く。） 

カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程（平成

７年広島市水道局規程第１１号）第７条第５項の規定に基づ

き入札書を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開

札日時までに終了しないとき又は競争入札参加資格を有する

と認められなかったときにおける入札 

⑸ 契約保証金 



令和６年２月１日                広   島   市   報            調達号外第７２０号 －３－   

  

 要。ただし、規程第３４条第１号又は第３号に該当する場合

は、免除する。詳細は、入札説明書による。 

⑹ 契約書の作成の要否等 

  要  

 ⑺ 入札の中止等 

本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システ

ムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、事故の発

生等により郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者

の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執

行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期

又は中止することがある。 

また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどによ

り入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止す

ることがある。 

⑻ 予算の成立及び契約締結日 

本契約については、本件に係る予算の成立を条件とするとと

もに、契約締結日は令和６年４月１日とする。 

 ⑼ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

前記２⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者

も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、

入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札

参加資格の認定を受けていなければならない。 

 ⑽ その他 

詳細は、入札説明書による。 

６ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the products to be purchased: 

     Aluminum sulfate, approximately 124t 

⑵ Delivery period: 

   From April 1, 2024 through March 31, 2025 

⑶ Delivery place: 

Ushita Purification Plant, Engineering Department,  

   Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

   8-1 Ushitashinmachi 1-chome, Higashi-ku, 

   Hiroshima City 

 ⑷ Time limit for tender: 

   5:00 PM, Tuesday March 12, 2024 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Financial Affairs Division, Waterworks Bureau, 

   The City of Hiroshima 

   9-32 Moto-machi, Naka-ku, 

   Hiroshima City 730-0011 Japan 

   TEL 082-511-6826 
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 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

広島市水道事業管理者 

広島市水道局長 村上 裕之 

 

１ 調達内容 

⑴ 購入等件名及び数量 

   水道用硫酸アルミニウム（液体）（緑井浄水場）（単価契約） 

   予定数量 ６７５ｔ 

 ⑵ 調達件名の特質等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 納入期間 

   令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 ⑷ 納入場所 

   広島市安佐南区緑井町３１１番地 

   広島市水道局緑井浄水場 

 ⑸ 入札方法 

  ア 入札金額は、１ｔ当たりの単価を記載すること。 

  イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の１０に相当する額を加算した金額をもって契

約価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ

た契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記

載すること。 

 ⑹ 入札区分 

   本件は、広島市電子入札システム（以下「電子入札システム」

という。）を利用して行う電子入札対象案件である。ただし、

電子入札システムにより難い場合は、入札説明書に定める方法

により、所定の入札書を持参又は郵送（配達証明付書留郵便）

により入札することができる。 

   なお、電子入札システムに関する手続については、広島市電

子入札システム等利用規約及び広島市水道局電子入札運用基準

に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 

 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市水道局契約規程

（以下「規程」という。）第４条の規定に該当しない者である

こと。 

 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和５・６・７年」の「物品の

売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務（建設コンサル

ティングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類

「物品の売買、修繕及び製造の請負」の登録種目「０７－０３ 

工業薬品」に登録されている者であること。 

なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入札

に参加を希望するものは、本市所定の申請書に必要事項を記載の

上、添付書類を添えて提出すること。詳細は、入札説明書による。 

⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者で

あること。 

⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、

営業停止処分又は本局の指名停止措置若しくは競争入札参加資

格の取消しを受けていないこと。 

⑸ 次に掲げる事項を証明した者であること。 

ア 納入しようとする物品が、入札説明書及び仕様書に定める

特質等を有すること。 

イ 物品を安定して納入できること。 

⑹ その他は、入札説明書による。 

３ 契約条項を示す場所等 

⑴ 契約条項を示す場所 

広島市水道局のホームページ(https://www.water.city.hiroshi 

ma.lg.jp/)→「入札・契約情報」→「電子入札・登録」→「調達

情報公開システム 一般公開用」→「カテゴリー検索 入札・
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見積り情報」→「水道局 物品 一般競争入札［ＷＴＯ］」か

らダウンロードすることができる。ただし、これにより難い場

合（ダウンロードできない場合の書類を含む。）は、次の場所

で交付する。 

  ア 交付期間 

    入札公告の日から令和６年３月１２日（火）までの日（広

島市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日を除

く。）の午前８時３０分から午後５時まで 

  イ 交付場所 

〒７３０－００１１ 

広島市中区基町９番３２号 

広島市水道局財務課契約係 

電話 ０８２－５１１－６８２６（直通） 

⑵ 入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法 

広島市水道局のホームページ（前記⑴に記載のとおり。）か

らダウンロードできる。ただし、これにより難い場合は、前記

⑴において交付する。 

⑶ 契約条項、入札説明書等に関する問合せ先 

前記⑴イに同じ。 

⑷ 仕様書に関する問合せ先 

〒７３０－００１１ 

広島市中区基町９番３２号 

広島市水道局技術部調整課調整係 

電話 ０８２－５１１－６８６１（直通） 

⑸ 入札書の提出方法 

ア 電子入札システムを使用した入札書の送信により提出する

こと。ただし、電子入札システムにより難い場合は、紙によ

る入札書を持参又は郵送（配達証明付書留郵便）によること

ができる。 

イ 入札書の提出期間等 

(ア) 電子入札システムによる場合の提出期間 

    ａ 初度入札 

令和６年３月１１日（月）の午前８時３０分から午後

５時１５分まで及び同月１２日（火）の午前８時３０分

から午後５時まで 

ｂ 再度入札を実施する場合 

令和６年３月１３日（水）の午後１時から午後５時１

５分まで及び同月１４日（木）の午前８時３０分から午

前１１時まで 

(イ) 持参による場合の提出期間及び提出場所 

ａ 提出期間 前記(ア)に同じ。  

ｂ 提出場所 前記⑴イに同じ。 

(ウ) 郵送（配達証明付書留郵便）による場合の提出期間及び

提出先 

ａ 提出期間 入札公告の日から令和６年３月１２日（火）

午後５時まで（必着） 

ｂ 提出先 前記⑴イに同じ。 

⑹ 入札回数 

入札回数は、２回限りとする。 

⑺ 開札の日時及び場所 

  ア 初度入札 

(ア) 日時 令和６年３月１３日（水）午前９時５分 

(イ) 場所 広島市中区基町９番３２号 

     広島市水道局基町庁舎１０階入札室 

イ 再度入札を実施する場合 

(ア) 日時 令和６年３月１４日（木）午後１時５分 

(イ) 場所 前記ア(イ)に同じ。 

４ 落札者の決定 

本件公告に示した調達物品を納入できると本局が判断した入札者

であって、規程第１６条及び第１７条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行

った者を落札者とする。 

５ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

 ⑵ 入札保証金 

免除。ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするな

ど契約を締結しないときは、規程第４条の規定により競争入札

参加資格の取消しを行う。また、契約期間に係る総支払予定金

額に対する入札保証金相当額（５パーセント）の損害賠償金を

請求する。 

⑶ 入札者に求められる義務 

この一般競争入札に参加を希望する者は、前記２に掲げる事

項について証明する書類（以下「資格確認申請書等」という。）

を令和６年２月２７日（火）までに前記３⑴イの場所に提出し

なければならない。また、開札日の前日までの間において、本

局から資格確認申請書等に関し、説明を求められた場合は、こ

れに応じなければならない。詳細は、入札説明書による。 

⑷ 入札の無効 

次に掲げる入札は、無効とする。 

  ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者

がした入札及び開札日時以後、落札者の決定までの間に前記

２⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは本局の指名

停止措置を受け、又はその他の一般競争入札参加資格を満た

さなくなった者がした入札 

イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

ウ 入札金額を訂正したもの 

エ 再度入札を実施する場合において、初度入札（無効となっ

た入札を除く。）の最低価格以上の価格でした入札 

オ その他規程第１０条各号のいずれかに該当する入札（外国

事業者が同条第１号の押印に代えて署名したものを除く。） 

カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程（平成

７年広島市水道局規程第１１号）第７条第５項の規定に基づ

き入札書を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開

札日時までに終了しないとき又は競争入札参加資格を有する

と認められなかったときにおける入札 

⑸ 契約保証金 

要。ただし、規程第３４条第１号又は第３号に該当する場合

は、免除する。詳細は、入札説明書による。 

⑹ 契約書の作成の要否等 

  要  

 ⑺ 入札の中止等 

本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システ

ムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、事故の発

生等により郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者

の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執

行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期

又は中止することがある。 
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 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどによ

り入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止す

ることがある。 

⑻ 予算の成立及び契約締結日 

本契約については、本件に係る予算の成立を条件とするとと

もに、契約締結日は令和６年４月１日とする。 

 ⑼ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

前記２⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者

も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、

入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札

参加資格の認定を受けていなければならない。 

 ⑽ その他 

詳細は、入札説明書による。 

６ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the products to be purchased: 

     Aluminum sulfate, approximately 675t 

⑵ Delivery period: 

   From April 1, 2024 through March 31, 2025 

⑶ Delivery place: 

Midorii Purification Plant, Engineering Department,  

   Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

   311 Midorii-cho, Asaminami-ku, Hiroshima City 

 ⑷ Time limit for tender: 

   5:00 PM, Tuesday March 12, 2024 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Financial Affairs Division, Waterworks Bureau, 

   The City of Hiroshima 

   9-32 Moto-machi, Naka-ku, 

   Hiroshima City 730-0011 Japan 

   TEL 082-511-6826 

 

 

入 札 公 告 

 

                      令和６年２月１日 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

広島市水道事業管理者 

広島市水道局長 村上 裕之 

 

１ 調達内容 

⑴ 購入等件名及び数量 

   水道用硫酸アルミニウム（液体）（高陽浄水場）（単価契約） 

   予定数量 ８３２ｔ 

 ⑵ 調達件名の特質等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 納入期間 

   令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 ⑷ 納入場所 

   広島市安佐北区落合南六丁目１番１号 

   広島市水道局高陽浄水場 

 ⑸ 入札方法 

  ア 入札金額は、１ｔ当たりの単価を記載すること。 

  イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の１０に相当する額を加算した金額をもって契

約価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ

た契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記

載すること。 

 ⑹ 入札区分 

   本件は、広島市電子入札システム（以下「電子入札システム」

という。）を利用して行う電子入札対象案件である。ただし、

電子入札システムにより難い場合は、入札説明書に定める方法

により、所定の入札書を持参又は郵送（配達証明付書留郵便）

により入札することができる。 

なお、電子入札システムに関する手続については、広島市電

子入札システム等利用規約及び広島市水道局電子入札運用基準

に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 

 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市水道局契約規程

（以下「規程」という。）第４条の規定に該当しない者である

こと。 

 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和５・６・７年」の「物品の

売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務（建設コンサル

ティングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類

「物品の売買、修繕及び製造の請負」の登録種目「０７－０３ 

工業薬品」に登録されている者であること。 

なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入札

に参加を希望するものは、本市所定の申請書に必要事項を記載

の上、添付書類を添えて提出すること。詳細は、入札説明書に

よる。 

⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者で

あること。 

⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、

営業停止処分又は本局の指名停止措置若しくは競争入札参加資

格の取消しを受けていないこと。 

⑸ 次に掲げる事項を証明した者であること。 

ア 納入しようとする物品が、入札説明書及び仕様書に定める

特質等を有すること。 

イ 物品を安定して納入できること。 

⑹ その他は、入札説明書による。 

３ 契約条項を示す場所等 

⑴ 契約条項を示す場所 

広島市水道局のホームページ(https://www.water.city.hiroshi 

ma.lg.jp/)→「入札・契約情報」→「電子入札・登録」→「調達

情報公開システム 一般公開用」→「カテゴリー検索 入札・

見積り情報」→「水道局 物品 一般競争入札［ＷＴＯ］」か

らダウンロードすることができる。ただし、これにより難い場

合（ダウンロードできない場合の書類を含む。）は、次の場所

で交付する。 

  ア 交付期間 

    入札公告の日から令和６年３月１２日（火）までの日（広

島市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日を除

く。）の午前８時３０分から午後５時まで 
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  イ 交付場所 

〒７３０－００１１ 

広島市中区基町９番３２号 

広島市水道局財務課契約係 

電話 ０８２－５１１－６８２６（直通） 

⑵ 入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法 

広島市水道局のホームページ（前記⑴に記載のとおり。）か

らダウンロードできる。ただし、これにより難い場合は、前記

⑴において交付する。 

⑶ 契約条項、入札説明書等に関する問合せ先 

前記⑴イに同じ。 

⑷ 仕様書に関する問合せ先 

〒７３０－００１１ 

広島市中区基町９番３２号 

広島市水道局技術部調整課調整係 

電話 ０８２－５１１－６８６１（直通） 

⑸ 入札書の提出方法 

ア 電子入札システムを使用した入札書の送信により提出する

こと。ただし、電子入札システムにより難い場合は、紙によ

る入札書を持参又は郵送（配達証明付書留郵便）によること

ができる。 

イ 入札書の提出期間等 

(ア) 電子入札システムによる場合の提出期間 

    ａ 初度入札 

      令和６年３月１１日（月）の午前８時３０分から午後

５時１５分まで及び同月１２日（火）の午前８時３０分

から午後５時まで 

ｂ 再度入札を実施する場合 

令和６年３月１３日（水）の午後１時から午後５時１５

分まで及び同月１４日（木）の午前８時３０分から午前１

１時まで 

(イ) 持参による場合の提出期間及び提出場所 

ａ 提出期間 前記(ア)に同じ。  

ｂ 提出場所 前記⑴イに同じ。 

(ウ) 郵送（配達証明付書留郵便）による場合の提出期間及び提

出先 

ａ 提出期間 入札公告の日から令和６年３月１２日（火）

午後５時まで（必着） 

ｂ 提出先 前記⑴イに同じ。 

⑹ 入札回数 

入札回数は、２回限りとする。 

 ⑺ 開札の日時及び場所 

  ア 初度入札 

(ア) 日時 令和６年３月１３日（水）午前９時１０分 

(イ) 場所 広島市中区基町９番３２号 

広島市水道局基町庁舎１０階入札室 

イ 再度入札を実施する場合 

(ア) 日時 令和６年３月１４日（木）午後１時１０分 

(イ) 場所 前記ア(イ)に同じ。 

４ 落札者の決定 

本件公告に示した調達物品を納入できると本局が判断した入札

者であって、規程第１６条及び第１７条の規定に基づいて作成さ

れた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を

行った者を落札者とする。 

５ その他 

⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

 ⑵ 入札保証金 

免除。ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするな

ど契約を締結しないときは、規程第４条の規定により競争入札

参加資格の取消しを行う。また、契約期間に係る総支払予定金

額に対する入札保証金相当額（５パーセント）の損害賠償金を

請求する。 

⑶ 入札者に求められる義務 

この一般競争入札に参加を希望する者は、前記２に掲げる事

項について証明する書類（以下「資格確認申請書等」という。）

を令和６年２月２７日（火）までに前記３⑴イの場所に提出し

なければならない。また、開札日の前日までの間において、本

局から資格確認申請書等に関し、説明を求められた場合は、こ

れに応じなければならない。詳細は、入札説明書による。 

⑷ 入札の無効 

次に掲げる入札は、無効とする。 

ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者

がした入札及び開札日時以後、落札者の決定までの間に前記

２⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは本局の指名

停止措置を受け、又はその他の一般競争入札参加資格を満た

さなくなった者がした入札 

イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

ウ 入札金額を訂正したもの 

エ 再度入札を実施する場合において、初度入札（無効となっ

た入札を除く。）の最低価格以上の価格でした入札 

オ その他規程第１０条各号のいずれかに該当する入札（外国

事業者が同条第１号の押印に代えて署名したものを除く。） 

カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程（平成

７年広島市水道局規程第１１号）第７条第５項の規定に基づ

き入札書を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開

札日時までに終了しないとき又は競争入札参加資格を有する

と認められなかったときにおける入札 

⑸ 契約保証金 

要。ただし、規程第３４条第１号又は第３号に該当する場合

は、免除する。詳細は、入札説明書による。 

⑹ 契約書の作成の要否等 

  要  

 ⑺ 入札の中止等 

本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システ

ムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、事故の発

生等により郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者

の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執

行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期

又は中止することがある。 

また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどによ

り入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止す

ることがある。 

⑻ 予算の成立及び契約締結日 

本契約については、本件に係る予算の成立を条件とするとと

もに、契約締結日は令和６年４月１日とする。 

 ⑼ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

前記２⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者
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 も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、

入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札

参加資格の認定を受けていなければならない。 

 ⑽ その他 

詳細は、入札説明書による。 

６ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the products to be purchased: 

     Aluminum sulfate, approximately 832t 

⑵ Delivery period: 

   From April 1, 2024 through March 31, 2025 

⑶ Delivery place: 

Koyo Purification Plant, Engineering Department,  

   Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

   1-1 Ochiaiminami 6-chome, Asakita-ku, 

   Hiroshima City 

 ⑷ Time limit for tender: 

   5:00 PM, Tuesday March 12, 2024 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Financial Affairs Division, Waterworks Bureau, 

   The City of Hiroshima 

   9-32 Moto-machi, Naka-ku, 

   Hiroshima City 730-0011 Japan 

   TEL 082-511-6826 

 

入 札 公 告 

 

                      令和６年２月１日 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

広島市水道事業管理者 

広島市水道局長 村上 裕之 

 

１ 調達内容 

⑴ 購入等件名及び数量 

   水道用次亜塩素酸ナトリウム（牛田浄水場ほか１か所）（単

価契約） 

   予定数量 ６５７ｔ 

 ⑵ 調達件名の特質等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 納入期間 

   令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 ⑷ 納入場所 

   広島市東区牛田新町一丁目８番１号 

   広島市水道局牛田浄水場ほか１か所 

 ⑸ 入札方法 

  ア 入札金額は、１ｔ当たりの単価を記載すること。 

  イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の１０に相当する額を加算した金額をもって契

約価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ

た契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記

載すること。 

  ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった

入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。入

札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効

とする。 

 ⑹ 入札区分 

本件は、広島市電子入札システム（以下「電子入札システム」

という。）を利用して行う電子入札対象案件である。ただし、

電子入札システムにより難い場合は、入札説明書に定める方法

により、所定の入札書を持参又は郵送（配達証明付書留郵便）

により入札することができる。 

なお、電子入札システムに関する手続については、広島市電子

入札システム等利用規約及び広島市水道局電子入札運用基準に

従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 

 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市水道局契約規程

（以下「規程」という。）第４条の規定に該当しない者である

こと。 

 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和５・６・７年」の「物品の

売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務（建設コンサル

ティングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類

「物品の売買、修繕及び製造の請負」の登録種目「０７－０３ 

工業薬品」に登録されている者であること。 

なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入

札に参加を希望するものは、本市所定の申請書に必要事項を記

載の上、添付書類を添えて提出すること。詳細は、入札説明書

による。 

⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者で

あること。 

⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営

業停止処分又は本局の指名停止措置若しくは競争入札参加資格

の取消しを受けていないこと。 

⑸ 次に掲げる事項を証明した者であること。 

ア 納入しようとする物品が、入札説明書及び仕様書に定める

特質等を有すること。 

イ 物品を安定して納入できること。 

⑹ その他は、入札説明書による。 

３ 契約条項を示す場所等 

⑴ 契約条項を示す場所 

広島市水道局のホームページ(https://www.water.city.hiroshi 

ma.lg.jp/)→「入札・契約情報」→「電子入札・登録」→「調達

情報公開システム 一般公開用」→「カテゴリー検索 入札・

見積り情報」→「水道局 物品 一般競争入札［ＷＴＯ］」か

らダウンロードすることができる。ただし、これにより難い場

合（ダウンロードできない場合の書類を含む。）は、次の場所

で交付する。 

ア 交付期間 

    入札公告の日から令和６年３月１２日（火）までの日（広

島市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日を除

く。）の午前８時３０分から午後５時まで 

イ 交付場所 

〒７３０－００１１ 

広島市中区基町９番３２号 
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広島市水道局財務課契約係 

電話 ０８２－５１１－６８２６（直通） 

⑵ 入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法 

広島市水道局のホームページ（前記⑴に記載のとおり。）か

らダウンロードできる。ただし、これにより難い場合は、前記

⑴において交付する。 

⑶ 契約条項、入札説明書等に関する問合せ先 

前記⑴イに同じ。 

⑷ 仕様書に関する問合せ先 

〒７３０－００１１ 

広島市中区基町９番３２号 

広島市水道局技術部調整課調整係 

電話 ０８２－５１１－６８６１（直通） 

⑸ 入札書の提出方法 

ア 電子入札システムを使用した入札書の送信により提出する

こと。ただし、電子入札システムにより難い場合は、紙によ

る入札書を持参又は郵送（配達証明付書留郵便）によること

ができる。 

イ 入札書の提出期間等 

(ア) 電子入札システムによる場合の提出期間 

    ａ 初度入札 

      令和６年３月１１日（月）の午前８時３０分から午後

５時１５分まで及び同月１２日（火）の午前８時３０分

から午後５時まで 

ｂ 再度入札を実施する場合 

令和６年３月１３日（水）の午後１時から午後５時１５

分まで及び同月１４日（木）の午前８時３０分から午前１

１時まで 

(イ) 持参による場合の提出期間及び提出場所 

 ａ 提出期間 前記(ア)に同じ。  

   ｂ 提出場所 前記⑴イに同じ。 

(ウ) 郵送（配達証明付書留郵便）による場合の提出期間及び

提出先 

ａ 提出期間 入札公告の日から令和６年３月１２日（火）

午後５時まで（必着） 

ｂ 提出先 前記⑴イに同じ。 

⑹ 入札回数 

入札回数は、２回限りとする。 

 ⑺ 開札の日時及び場所 

  ア 初度入札 

(ア) 日時 令和６年３月１３日（水）午前９時１５分 

(イ) 場所 広島市中区基町９番３２号 

     広島市水道局基町庁舎１０階入札室 

イ 再度入札を実施する場合 

(ア) 日時 令和６年３月１４日（木）午後１時１５分 

(イ) 場所 前記ア(イ)に同じ。 

４ 落札者の決定 

本件公告に示した調達物品を納入できると本局が判断した入札者

であって、規程第１６条及び第１７条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行

った者を落札者とする。 

５ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

 ⑵ 入札保証金 

免除。ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするな

ど契約を締結しないときは、規程第４条の規定により競争入札

参加資格の取消しを行う。また、契約期間に係る総支払予定金

額に対する入札保証金相当額（５パーセント）の損害賠償金を

請求する。 

⑶ 入札者に求められる義務 

この一般競争入札に参加を希望する者は、前記２に掲げる事

項について証明する書類（以下「資格確認申請書等」という。）

を令和６年２月２７日（火）までに前記３⑴イの場所に提出し

なければならない。また、開札日の前日までの間において、本

局から資格確認申請書等に関し、説明を求められた場合は、こ

れに応じなければならない。詳細は、入札説明書による。 

⑷ 入札の無効 

次に掲げる入札は、無効とする。 

  ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者

がした入札及び開札日時以後、落札者の決定までの間に前記

２⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは本局の指名

停止措置を受け、又はその他の一般競争入札参加資格を満た

さなくなった者がした入札 

イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

ウ 入札金額を訂正したもの 

エ 再度入札を実施する場合において、初度入札（無効となっ

た入札を除く。）の最低価格以上の価格でした入札 

オ その他規程第１０条各号のいずれかに該当する入札（外国

事業者が同条第１号の押印に代えて署名したものを除く。） 

カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程（平成

７年広島市水道局規程第１１号）第７条第５項の規定に基づ

き入札書を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開

札日時までに終了しないとき又は競争入札参加資格を有する

と認められなかったときにおける入札 

⑸ 契約保証金 

要。ただし、規程第３４条第１号又は第３号に該当する場合

は、免除する。詳細は、入札説明書による。 

⑹ 契約書の作成の要否等 

  要  

 ⑺ 入札の中止等 

本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システ

ムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、事故の発

生等により郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者

の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執

行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期

又は中止することがある。 

また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどによ

り入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止す

ることがある。 

⑻ 予算の成立及び契約締結日 

本契約については、本件に係る予算の成立を条件とするとと

もに、契約締結日は令和６年４月１日とする。 

 ⑼ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

前記２⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者

も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、

入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札

参加資格の認定を受けていなければならない。 



令和６年２月１日                広   島   市   報            調達号外第７２０号 －９－   

  

  ⑽ その他 

詳細は、入札説明書による。 

６ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the products to be purchased: 

     Sodium hypochlorite, approximately 657t 

⑵ Delivery period: 

   From April 1, 2024 through March 31, 2025 

⑶ Delivery place: 

Ushita Purification Plant, Engineering Department,  

   Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

   And other place 

 ⑷ Time limit for tender: 

   5:00 PM, Tuesday March 12, 2024 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Financial Affairs Division, Waterworks Bureau, 

   The City of Hiroshima 

   9-32 Moto-machi, Naka-ku, 

   Hiroshima City 730-0011 Japan 

   TEL 082-511-6826 

 

入 札 公 告 

 

                      令和６年２月１日 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

広島市水道事業管理者 

広島市水道局長 村上 裕之 

 

１ 調達内容 

⑴ 購入等件名及び数量 

   水道用次亜塩素酸ナトリウム（高陽浄水場）（単価契約） 

   予定数量 ６０４ｔ 

 ⑵ 調達件名の特質等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 納入期間 

   令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 ⑷ 納入場所 

   広島市安佐北区落合南六丁目１番１号 

   広島市水道局高陽浄水場 

 ⑸ 入札方法 

  ア 入札金額は、１ｔ当たりの単価を記載すること。 

  イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の１０に相当する額を加算した金額をもって契

約価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ

た契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記

載すること。 

  ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった

入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。入

札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効

とする。 

 ⑹ 入札区分 

   本件は、広島市電子入札システム（以下「電子入札システム」

という。）を利用して行う電子入札対象案件である。ただし、

電子入札システムにより難い場合は、入札説明書に定める方法

により、所定の入札書を持参又は郵送（配達証明付書留郵便）

により入札することができる。 

   なお、電子入札システムに関する手続については、広島市電

子入札システム等利用規約及び広島市水道局電子入札運用基準

に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 

 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市水道局契約規程

（以下「規程」という。）第４条の規定に該当しない者である

こと。 

 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和５・６・７年」の「物品の

売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務（建設コンサル

ティングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類

「物品の売買、修繕及び製造の請負」の登録種目「０７－０３ 

工業薬品」に登録されている者であること。 

なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入

札に参加を希望するものは、本市所定の申請書に必要事項を記

載の上、添付書類を添えて提出すること。詳細は、入札説明書

による。 

⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者で

あること。 

⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営

業停止処分又は本局の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の

取消しを受けていないこと。 

⑸ 次に掲げる事項を証明した者であること。 

ア 納入しようとする物品が、入札説明書及び仕様書に定める

特質等を有すること。 

イ 物品を安定して納入できること。 

⑹ その他は、入札説明書による。 

３ 契約条項を示す場所等 

⑴ 契約条項を示す場所 

広島市水道局のホームページ(https://www.water.city.hiroshi 

ma.lg.jp/)→「入札・契約情報」→「電子入札・登録」→「調達

情報公開システム 一般公開用」→「カテゴリー検索 入札・

見積り情報」→「水道局 物品 一般競争入札［ＷＴＯ］」か

らダウンロードすることができる。ただし、これにより難い場

合（ダウンロードできない場合の書類を含む。）は、次の場所

で交付する。 

  ア 交付期間 

    入札公告の日から令和６年３月１２日（火）までの日（広

島市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日を除

く。）の午前８時３０分から午後５時まで 

  イ 交付場所 

〒７３０－００１１ 

広島市中区基町９番３２号 

広島市水道局財務課契約係 

電話 ０８２－５１１－６８２６（直通） 

⑵ 入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法 

広島市水道局のホームページ（前記⑴に記載のとおり。）か
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らダウンロードできる。ただし、これにより難い場合は、前記

⑴において交付する。 

⑶ 契約条項、入札説明書等に関する問合せ先 

前記⑴イに同じ。 

⑷ 仕様書に関する問合せ先 

〒７３０－００１１ 

広島市中区基町９番３２号 

広島市水道局技術部調整課調整係 

電話 ０８２－５１１－６８６１（直通） 

⑸ 入札書の提出方法 

ア 電子入札システムを使用した入札書の送信により提出する

こと。ただし、電子入札システムにより難い場合は、紙によ

る入札書を持参又は郵送（配達証明付書留郵便）によること

ができる。 

イ 入札書の提出期間等 

(ア) 電子入札システムによる場合の提出期間 

    ａ 初度入札 

      令和６年３月１１日（月）の午前８時３０分から午後

５時１５分まで及び同月１２日（火）の午前８時３０分

から午後５時まで 

ｂ 再度入札を実施する場合 

令和６年３月１３日（水）の午後１時から午後５時１５

分まで及び同月１４日（木）の午前８時３０分から午前１

１時まで 

(イ) 持参による場合の提出期間及び提出場所 

 ａ 提出期間 前記(ア)に同じ。  

   ｂ 提出場所 前記⑴イに同じ。 

(ウ) 郵送（配達証明付書留郵便）による場合の提出期間及び提

出先 

ａ 提出期間 入札公告の日から令和６年３月１２日（火）

午後５時まで（必着） 

ｂ 提出先 前記⑴イに同じ。 

⑹ 入札回数 

入札回数は、２回限りとする。 

 ⑺ 開札の日時及び場所 

  ア 初度入札 

(ア) 日時 令和６年３月１３日（水）午前９時２０分 

(イ) 場所 広島市中区基町９番３２号 

     広島市水道局基町庁舎１０階入札室 

イ 再度入札を実施する場合 

(ア) 日時 令和６年３月１４日（木）午後１時２０分 

(イ) 場所 前記ア(イ)に同じ。 

４ 落札者の決定 

本件公告に示した調達物品を納入できると本局が判断した入札者

であって、規程第１６条及び第１７条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行

った者を落札者とする。 

５ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

 ⑵ 入札保証金 

免除。ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするな

ど契約を締結しないときは、規程第４条の規定により競争入札

参加資格の取消しを行う。また、契約期間に係る総支払予定金

額に対する入札保証金相当額（５パーセント）の損害賠償金を

請求する。 

⑶ 入札者に求められる義務 

この一般競争入札に参加を希望する者は、前記２に掲げる事

項について証明する書類（以下「資格確認申請書等」という。）

を令和６年２月２７日（火）までに前記３⑴イの場所に提出し

なければならない。また、開札日の前日までの間において、本

局から資格確認申請書等に関し、説明を求められた場合は、こ

れに応じなければならない。詳細は、入札説明書による。 

⑷ 入札の無効 

次に掲げる入札は、無効とする。 

  ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者

がした入札及び開札日時以後、落札者の決定までの間に前記

２⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは本局の指名

停止措置を受け、又はその他の一般競争入札参加資格を満た

さなくなった者がした入札 

イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

ウ 入札金額を訂正したもの 

エ 再度入札を実施する場合において、初度入札（無効となっ

た入札を除く。）の最低価格以上の価格でした入札 

オ その他規程第１０条各号のいずれかに該当する入札（外国

事業者が同条第１号の押印に代えて署名したものを除く。） 

カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程（平成

７年広島市水道局規程第１１号）第７条第５項の規定に基づ

き入札書を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開

札日時までに終了しないとき又は競争入札参加資格を有する

と認められなかったときにおける入札 

⑸ 契約保証金 

要。ただし、規程第３４条第１号又は第３号に該当する場合

は、免除する。詳細は、入札説明書による。 

⑹ 契約書の作成の要否等 

  要  

 ⑺ 入札の中止等 

本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システ

ムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、事故の発

生等により郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者

の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執

行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期

又は中止することがある。 

また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどによ

り入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止す

ることがある。 

⑻ 予算の成立及び契約締結日 

本契約については、本件に係る予算の成立を条件とするとと

もに、契約締結日は令和６年４月１日とする。 

 ⑼ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

前記２⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者

も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、

入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札

参加資格の認定を受けていなければならない。 

 ⑽ その他 

詳細は、入札説明書による。 

６ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the products to be purchased: 
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      Sodium hypochlorite, approximately 604t 

⑵ Delivery period: 

   From April 1, 2024 through March 31, 2025 

⑶ Delivery place: 

Koyo Purification Plant, Engineering Department,  

   Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

   1-1 Ochiaiminami 6-chome, Asakita-ku, 

   Hiroshima City 

 ⑷ Time limit for tender: 

   5:00 PM, Tuesday March 12, 2024 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Financial Affairs Division, Waterworks Bureau, 

   The City of Hiroshima 

   9-32 Moto-machi, Naka-ku, 

   Hiroshima City 730-0011 Japan 

   TEL 082-511-6826 

 

入 札 公 告 

 

                      令和６年２月１日 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

広島市水道事業管理者 

広島市水道局長 村上 裕之 

 

１ 調達内容 

⑴ 購入等件名及び数量 

   水道用ポリ塩化アルミニウム（牛田浄水場ほか１か所）（単

価契約） 

   予定数量 ５１７ｔ 

 ⑵ 調達件名の特質等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 納入期間 

   令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 ⑷ 納入場所 

   広島市東区牛田新町一丁目８番１号 

   広島市水道局牛田浄水場ほか１か所 

 ⑸ 入札方法 

  ア 入札金額は、１ｔ当たりの単価を記載すること。 

  イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の１０に相当する額を加算した金額をもって契

約価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ

た契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記

載すること。 

 ⑹ 入札区分 

   本件は、広島市電子入札システム（以下「電子入札システム」

という。）を利用して行う電子入札対象案件である。ただし、

電子入札システムにより難い場合は、入札説明書に定める方法

により、所定の入札書を持参又は郵送（配達証明付書留郵便）

により入札することができる。 

   なお、電子入札システムに関する手続については、広島市電

子入札システム等利用規約及び広島市水道局電子入札運用基準

に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 

 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市水道局契約規程

（以下「規程」という。）第４条の規定に該当しない者である

こと。 

 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和５・６・７年」の「物品の

売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務（建設コンサル

ティングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類

「物品の売買、修繕及び製造の請負」の登録種目「０７－０３ 

工業薬品」に登録されている者であること。 

なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入

札に参加を希望するものは、本市所定の申請書に必要事項を記

載の上、添付書類を添えて提出すること。詳細は、入札説明書

による。 

⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者で

あること。 

⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、

営業停止処分又は本局の指名停止措置若しくは競争入札参加資

格の取消しを受けていないこと。 

⑸ 次に掲げる事項を証明した者であること。 

ア 納入しようとする物品が、入札説明書及び仕様書に定める

特質等を有すること。 

イ 物品を安定して納入できること。 

⑹ その他は、入札説明書による。 

３ 契約条項を示す場所等 

⑴ 契約条項を示す場所 

広島市水道局のホームページ(https://www.water.city.hiroshi 

ma.lg.jp/)→「入札・契約情報」→「電子入札・登録」→「調達

情報公開システム 一般公開用」→「カテゴリー検索 入札・

見積り情報」→「水道局 物品 一般競争入札［ＷＴＯ］」か

らダウンロードすることができる。ただし、これにより難い場

合（ダウンロードできない場合の書類を含む。）は、次の場所

で交付する。 

  ア 交付期間 

    入札公告の日から令和６年３月１２日（火）までの日（広

島市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日を除

く。）の午前８時３０分から午後５時まで 

  イ 交付場所 

〒７３０－００１１ 

広島市中区基町９番３２号 

広島市水道局財務課契約係 

電話 ０８２－５１１－６８２６（直通） 

⑵ 入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法 

広島市水道局のホームページ（前記⑴に記載のとおり。）か

らダウンロードできる。ただし、これにより難い場合は、前記

⑴において交付する。 

⑶ 契約条項、入札説明書等に関する問合せ先 

前記⑴イに同じ。 

⑷ 仕様書に関する問合せ先 

〒７３０－００１１ 

広島市中区基町９番３２号 
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広島市水道局技術部調整課調整係 

電話 ０８２－５１１－６８６１（直通） 

⑸ 入札書の提出方法 

ア 電子入札システムを使用した入札書の送信により提出する

こと。ただし、電子入札システムにより難い場合は、紙によ

る入札書を持参又は郵送（配達証明付書留郵便）によること

ができる。 

イ 入札書の提出期間等 

(ア) 電子入札システムによる場合の提出期間 

    ａ 初度入札 

      令和６年３月１１日（月）の午前８時３０分から午後

５時１５分まで及び同月１２日（火）の午前８時３０分

から午後５時まで 

ｂ 再度入札を実施する場合 

令和６年３月１３日（水）の午後１時から午後５時１

５分まで及び同月１４日（木）の午前８時３０分から午

前１１時まで 

(イ) 持参による場合の提出期間及び提出場所 

 ａ 提出期間 前記(ア)に同じ。  

   ｂ 提出場所 前記⑴イに同じ。 

(ウ) 郵送（配達証明付書留郵便）による場合の提出期間及び

提出先 

ａ 提出期間 入札公告の日から令和６年３月１２日（火）

午後５時まで（必着） 

ｂ 提出先 前記⑴イに同じ。 

⑹ 入札回数 

入札回数は、２回限りとする。 

⑺ 開札の日時及び場所 

  ア 初度入札 

(ア) 日時 令和６年３月１３日（水）午前９時２５分 

(イ) 場所 広島市中区基町９番３２号 

     広島市水道局基町庁舎１０階入札室 

イ 再度入札を実施する場合 

(ア) 日時 令和６年３月１４日（木）午後１時２５分 

(イ) 場所 前記ア(イ)に同じ。 

４ 落札者の決定 

本件公告に示した調達物品を納入できると本局が判断した入札者

であって、規程第１６条及び第１７条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行

った者を落札者とする。 

５ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

 ⑵ 入札保証金 

免除。ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするな

ど契約を締結しないときは、規程第４条の規定により競争入札

参加資格の取消しを行う。また、契約期間に係る総支払予定金

額に対する入札保証金相当額（５パーセント）の損害賠償金を

請求する。 

⑶ 入札者に求められる義務 

この一般競争入札に参加を希望する者は、前記２に掲げる事

項について証明する書類（以下「資格確認申請書等」という。）

を令和６年２月２７日（火）までに前記３⑴イの場所に提出し

なければならない。また、開札日の前日までの間において、本

局から資格確認申請書等に関し、説明を求められた場合は、こ

れに応じなければならない。詳細は、入札説明書による。 

⑷ 入札の無効 

次に掲げる入札は、無効とする。 

ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者

がした入札及び開札日時以後、落札者の決定までの間に前記

２⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは本局の指名

停止措置を受け、又はその他の一般競争入札参加資格を満た

さなくなった者がした入札 

イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

ウ 入札金額を訂正したもの 

エ 再度入札を実施する場合において、初度入札（無効となっ

た入札を除く。）の最低価格以上の価格でした入札 

オ その他規程第１０条各号のいずれかに該当する入札（外国

事業者が同条第１号の押印に代えて署名したものを除く。） 

カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程（平成

７年広島市水道局規程第１１号）第７条第５項の規定に基づ

き入札書を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開

札日時までに終了しないとき又は競争入札参加資格を有する

と認められなかったときにおける入札 

⑸ 契約保証金 

要。ただし、規程第３４条第１号又は第３号に該当する場合

は、免除する。詳細は、入札説明書による。 

⑹ 契約書の作成の要否等 

  要  

 ⑺ 入札の中止等 

本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システ

ムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、事故の発

生等により郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者

の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執

行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期

又は中止することがある。 

また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどによ

り入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止す

ることがある。 

⑻ 予算の成立及び契約締結日 

本契約については、本件に係る予算の成立を条件とするとと

もに、契約締結日は令和６年４月１日とする。 

 ⑼ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

前記２⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者

も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、

入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札

参加資格の認定を受けていなければならない。 

 ⑽ その他 

詳細は、入札説明書による。 

６ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the products to be purchased: 

     Polyaluminum chloride, approximately 517t 

⑵ Delivery period: 

   From April 1, 2024 through March 31, 2025 

⑶ Delivery place: 

Ushita Purification Plant, Engineering Department,  

   Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 



令和６年２月１日                広   島   市   報            調達号外第７２０号 －１３－   

  

    And other place 

 ⑷ Time limit for tender: 

   5:00 PM, Tuesday March 12, 2024 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Financial Affairs Division, Waterworks Bureau, 

   The City of Hiroshima 

   9-32 Moto-machi, Naka-ku, 

   Hiroshima City 730-0011 Japan 

   TEL 082-511-6826 

 

入 札 公 告 

 

                      令和６年２月１日 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

広島市水道事業管理者 

広島市水道局長 村上 裕之 

 

１ 調達内容 

⑴ 購入等件名及び数量 

   水道用ポリ塩化アルミニウム（高陽浄水場）（単価契約） 

   予定数量 ３００ｔ 

 ⑵ 調達件名の特質等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 納入期間 

   令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 ⑷ 納入場所 

   広島市安佐北区落合南六丁目１番１号 

   広島市水道局高陽浄水場 

 ⑸ 入札方法 

  ア 入札金額は、１ｔ当たりの単価を記載すること。 

  イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の１０に相当する額を加算した金額をもって契

約価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ

た契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記

載すること。 

 ⑹ 入札区分 

   本件は、広島市電子入札システム（以下「電子入札システム」

という。）を利用して行う電子入札対象案件である。ただし、

電子入札システムにより難い場合は、入札説明書に定める方法

により、所定の入札書を持参又は郵送（配達証明付書留郵便）

により入札することができる。 

   なお、電子入札システムに関する手続については、広島市電

子入札システム等利用規約及び広島市水道局電子入札運用基準

に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 

 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市水道局契約規程

（以下「規程」という。）第４条の規定に該当しない者である

こと。 

 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和５・６・７年」の「物品の

売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務（建設コンサル

ティングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類

「物品の売買、修繕及び製造の請負」の登録種目「０７－０３ 

工業薬品」に登録されている者であること。 

なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入

札に参加を希望するものは、本市所定の申請書に必要事項を記

載の上、添付書類を添えて提出すること。詳細は、入札説明書

による。 

⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者で

あること。 

⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、

営業停止処分又は本局の指名停止措置若しくは競争入札参加資

格の取消しを受けていないこと。 

⑸ 次に掲げる事項を証明した者であること。 

ア 納入しようとする物品が、入札説明書及び仕様書に定める

特質等を有すること。 

イ 物品を安定して納入できること。 

⑹ その他は、入札説明書による。 

３ 契約条項を示す場所等 

⑴ 契約条項を示す場所 

広島市水道局のホームページ(https://www.water.city.hiroshi 

ma.lg.jp/)→「入札・契約情報」→「電子入札・登録」→「調達

情報公開システム 一般公開用」→「カテゴリー検索 入札・

見積り情報」→「水道局 物品 一般競争入札［ＷＴＯ］」か

らダウンロードすることができる。ただし、これにより難い場

合（ダウンロードできない場合の書類を含む。）は、次の場所

で交付する。 

  ア 交付期間 

    入札公告の日から令和６年３月１２日（火）までの日（広

島市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日を除

く。）の午前８時３０分から午後５時まで 

  イ 交付場所 

〒７３０－００１１ 

広島市中区基町９番３２号 

広島市水道局財務課契約係 

電話 ０８２－５１１－６８２６（直通） 

⑵ 入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法 

広島市水道局のホームページ（前記⑴に記載のとおり。）か

らダウンロードできる。ただし、これにより難い場合は、前記

⑴において交付する。 

⑶ 契約条項、入札説明書等に関する問合せ先 

前記⑴イに同じ。 

⑷ 仕様書に関する問合せ先 

〒７３０－００１１ 

広島市中区基町９番３２号 

広島市水道局技術部調整課調整係 

電話 ０８２－５１１－６８６１（直通） 

⑸ 入札書の提出方法 

ア 電子入札システムを使用した入札書の送信により提出する

こと。ただし、電子入札システムにより難い場合は、紙によ

る入札書を持参又は郵送（配達証明付書留郵便）によること

ができる。 

イ 入札書の提出期間等 

(ア) 電子入札システムによる場合の提出期間 
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    ａ 初度入札 

      令和６年３月１１日（月）の午前８時３０分から午後

５時１５分まで及び同月１２日（火）の午前８時３０分

から午後５時まで 

ｂ 再度入札を実施する場合 

令和６年３月１３日（水）の午後１時から午後５時１５

分まで及び同月１４日（木）の午前８時３０分から午前１

１時まで 

(イ) 持参による場合の提出期間及び提出場所 

 ａ 提出期間 前記(ア)に同じ。  

   ｂ 提出場所 前記⑴イに同じ。 

(ウ) 郵送（配達証明付書留郵便）による場合の提出期間及び

提出先 

ａ 提出期間 入札公告の日から令和６年３月１２日（火）

午後５時まで（必着） 

ｂ 提出先 前記⑴イに同じ。 

⑹ 入札回数 

入札回数は、２回限りとする。 

 ⑺ 開札の日時及び場所 

  ア 初度入札 

(ア) 日時 令和６年３月１３日（水）午前９時３０分 

(イ) 場所 広島市中区基町９番３２号 

     広島市水道局基町庁舎１０階入札室 

イ 再度入札を実施する場合 

(ア) 日時 令和６年３月１４日（木）午後１時３０分 

(イ) 場所 前記ア(イ)に同じ。 

４ 落札者の決定 

本件公告に示した調達物品を納入できると本局が判断した入札者

であって、規程第１６条及び第１７条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行

った者を落札者とする。 

５ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

 ⑵ 入札保証金 

免除。ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするな

ど契約を締結しないときは、規程第４条の規定により競争入札

参加資格の取消しを行う。また、契約期間に係る総支払予定金

額に対する入札保証金相当額（５パーセント）の損害賠償金を

請求する。 

⑶ 入札者に求められる義務 

この一般競争入札に参加を希望する者は、前記２に掲げる事

項について証明する書類（以下「資格確認申請書等」という。）

を令和６年２月２７日（火）までに前記３⑴イの場所に提出し

なければならない。また、開札日の前日までの間において、本

局から資格確認申請書等に関し、説明を求められた場合は、こ

れに応じなければならない。詳細は、入札説明書による。 

⑷ 入札の無効 

次に掲げる入札は、無効とする。 

ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者

がした入札及び開札日時以後、落札者の決定までの間に前記

２⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは本局の指名

停止措置を受け、又はその他の一般競争入札参加資格を満た

さなくなった者がした入札 

イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

ウ 入札金額を訂正したもの 

エ 再度入札を実施する場合において、初度入札（無効となっ

た入札を除く。）の最低価格以上の価格でした入札 

オ その他規程第１０条各号のいずれかに該当する入札（外国

事業者が同条第１号の押印に代えて署名したものを除く。） 

カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程（平成

７年広島市水道局規程第１１号）第７条第５項の規定に基づ

き入札書を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開

札日時までに終了しないとき又は競争入札参加資格を有する

と認められなかったときにおける入札 

⑸ 契約保証金 

要。ただし、規程第３４条第１号又は第３号に該当する場合

は、免除する。詳細は、入札説明書による。 

⑹ 契約書の作成の要否等 

  要  

 ⑺ 入札の中止等 

本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システ

ムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、事故の発

生等により郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者

の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執

行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期

又は中止することがある。 

また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどによ

り入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止す

ることがある。 

⑻ 予算の成立及び契約締結日 

本契約については、本件に係る予算の成立を条件とするとと

もに、契約締結日は令和６年４月１日とする。 

 ⑼ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

前記２⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者

も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、

入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札

参加資格の認定を受けていなければならない。 

 ⑽ その他 

詳細は、入札説明書による。 

６ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the products to be purchased: 

     Polyaluminum chloride, approximately 300t 

⑵ Delivery period: 

   From April 1, 2024 through March 31, 2025 

⑶ Delivery place: 

Koyo Purification Plant, Engineering Department,  

   Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

   1-1 Ochiaiminami 6-chome, Asakita-ku, 

   Hiroshima City 

 ⑷ Time limit for tender: 

   5:00 PM, Tuesday March 12, 2024 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Financial Affairs Division, Waterworks Bureau, 

   The City of Hiroshima 

   9-32 Moto-machi, Naka-ku, 

   Hiroshima City 730-0011 Japan 



令和６年２月１日                広   島   市   報            調達号外第７２０号 －１５－   

  

    TEL 082-511-6826 

 

落 札 等 

 

落札者等の公告 

 

                      令和６年２月１日 

 

 次のとおり落札者等について公告します。 

 

                  広島市長 松 井 一 實 

 

 ［掲載順序］ 

  ①契約担当部局の名称及び所在地 ②調達件名及び数量 ③調

達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日（随意契約の場合は契約日） 

   ⑥落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所 ⑦落

札価格（随意契約の場合は契約価格） ⑧入札公告日 ⑨随意

契約の場合はその理由 ⑩指名業者名（指名競争入札の場合） 

⑪落札方式 ⑫予定価格（予定価格を落札決定後に公表する場

合） ⑬調査基準価格（調査基準価格を落札決定後に公表する

場合） 

 

○ ①広島市都市整備局都市計画課（広島市中区国泰寺町一丁目６

番３４号） ②広島市都市計画情報システムの構築及び運用・

保守業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤５．１１．３０ ⑥㈱

パスコ広島支店（広島市中区中町３番１１号） ⑦８３，４９

０，０００円 ⑧５．１０．１７ ⑪最低価格 ⑫８４，６６

８，１００円 ⑬５６，５０８，０５４円 

 

○ ①広島市教育委員会事務局総務部教育企画課（広島市中区国泰

寺町一丁目４番２１号） ②通信最適化装置の賃貸借 ③借入 

あ④一般 ⑤６．１．１１ ⑥ネットワンシステムズ㈱（東京都

千代田区丸の内二丁目７番２号） ⑦３２９，９５７，８７０円 

あ⑧５．１１．２８ ⑪最低価格 

 

資  格 

 

競争入札参加者の資格に関する公告 

 

令和６年２月１日 

 

 令和６年度において、広島市及び広島市水道局が発注する別表の

発注工事分類表に掲げる建設工事（以下「工種」という。）のうち、

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令

（平成７年政令第３７２号）の規定が適用される調達契約（以下

「特定調達契約」という。）の競争入札に参加しようとする者に必

要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）の要件及び当該資

格の審査申請の手続等は、次のとおりです。 

 

広  島  市  長 松 井 一 實 

広島市水道事業管理者 村 上 裕 之 

 

１ 競争入札に参加しようとする者に必要な資格の要件 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４第１項各号のいずれにも該当しない者であること。 

 ⑵ 広島市長又は広島市水道事業管理者との契約に関し、次のい

ずれかに該当すると認められた後３年（広島市長又は広島市水

道事業管理者が３年の範囲内で別に期間を定めた場合にあって

は、その期間）を経過していない者又はその者を代理人、支配

人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でない

こと。 

  ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗

雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為

をした者 

  イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた

者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得る

ために連合した者 

  ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行する

ことを妨げた者 

  エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第

１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の

執行を妨げた者 

  オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、

当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行っ

た者 

  キ この号（このキを除く。）の規定により競争入札に参加で

きないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当

たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

 ⑶ 競争入札に参加しようとする発注工事（発注する工事ごとの

案件をいう。以下同じ。）に係る工種に対応する業種について、

建設業の許可を受けていること。 

 ⑷ 競争入札に参加しようとする発注工事に係る工種に対応する

建設業に関し、競争入札参加資格の審査の申請（以下「資格審

査申請」という。）の日の１年７か月前の日以後の日を審査基

準日とする経営事項審査（建設業法（昭和２４年法律第１００

号）第２７条の２３第１項の規定による審査をいう。以下同

じ。）（経営事項審査申請日の直前の事業年度の終了日を審査

基準日とするものに限る。）を受け、かつ、当該経営事項審査

（資格審査申請の日の１年７か月前の日以後の日を審査基準日

とする経営事項審査を２回以上受けている場合にあっては、資

格審査申請の日直近において受けた経営事項審査）に基づく経

営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書において年間平均

完成工事高及び総合評定値の記載があること。 

   なお、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を受けている者にあ

っては、次のアからエまでに掲げる日を審査基準日とする経営

事項審査に限る。 

  ア 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者にあっ
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ては、更生手続開始の決定の日以後の事業年度の終了日 

  イ 会社更生法に基づく更生計画認可の決定を受けた者にあっ

ては、更生計画認可の決定の日以後の事業年度の終了日 

  ウ 民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者にあっ

ては、再生手続開始の決定の日以後の日 

  エ 民事再生法に基づく再生計画認可の決定を受けた者にあっ

ては、再生計画認可の決定の日の直前の事業年度の終了日又

は再生計画認可の決定の日以後の日  

 ⑸ 広島市建設工事競争入札取扱要綱（平成８年７月１日施行。

以下「要綱」という。）第１１条第１項（第３号から第５号ま

でに係る部分に限る。）又は同条第２項若しくは第３項若しく

は第１１条の３第１項（いずれも要綱第１１条第１項（第３号

から第５号までに係る部分に限る。）の規定に相当する部分に

限る。）の規定その他これらに類する広島市又は広島市水道局

の要綱等の規定（これらに準じ、又はその例によることとされ

る場合を含む。）により、競争入札参加資格その他これに類す

る資格を取り消された者にあっては、当該競争入札に参加する

ことができない期間を経過していること。 

 ⑹ 要綱第１１条の４第１項又は第２項（いずれも要綱第１１条

第１項（第３号から第５号までに係る部分に限る。）の規定に

相当する部分に限る。）の規定その他これらに類する広島市又

は広島市水道局の要綱等の規定（これらに準じ、又はその例に

よることとされる場合を含む。）により、広島市又は広島市水

道局が発注する建設工事に係る競争入札に参加することができ

ないとされた者にあっては、当該競争入札に参加することがで

きない期間を経過していること。 

 ⑺ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

 ⑻ 健康保険法（大正１１年法律第７０号）の適用事業所の事業

主若しくは厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）の適

用事業所の事業主若しくは同法第１０条第２項の同意をした事

業主又は雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）の適用事業

の事業主にあっては、健康保険法、厚生年金保険法又は雇用保

険法の規定による届出をしていること。 

 ⑼ 広島市小規模修繕契約希望者登録制度実施要領（平成１６年

１２月１日施行）第４条に規定する広島市小規模修繕契約希望

者名簿に登録されている者でないこと。 

２ 資格審査申請の手続 

 ⑴ 申請方法 

   資格審査の申請者は、インターネットを利用して広島市ホー

ムページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp/）から「業者登録

受付システム」にアクセスし、申請入力画面上の申請フォーム

に必要事項を入力し、送信した後、別記に掲げる書類（各１部）

を持参し提出すること。 

⑵ 申請期間、入力時間及び提出時間 

ア 申請期間 公告の日から令和７年３月３１日まで随時受け付

ける。ただし、広島市の休日を定める条例（平成３

年広島市条例第４９号）第１条第１項各号に掲げる

日を除く。 

イ 入力時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで（同入力

時間内に入力・送信を完了させること。） 

ウ 提出時間 午後１時から午後５時まで 

なお、随時審査であるため、入札に間に合わないことがある。 

 ⑶ 提出場所 

   広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

   広島市財政局契約部工事契約課（本庁舎１５階） 

 ⑷ 申請書等の作成に用いる言語等 

  ア 申請書類は、日本語で作成すること。なお、その他の書類

で外国語で記載されているものは、日本語訳文を付記し、又

は添付すること。 

  イ 申請書類の金額表示は、出納官吏事務規程（昭和２２年大

蔵省令第９５号）第１６条に規定する外国貨幣換算率により

日本通貨に換算し、記載すること。 

 ⑸ 随時の審査を行う場合 

   申請書を提出後、資格の認定までに、会社更生法に基づく更

生手続開始若しくは更生計画認可の決定を受けた場合、民事再

生法に基づく再生手続開始若しくは再生計画認可の決定を受け

た場合又は建設業法第２７条の２３第３項の経営事項審査の項

目及び基準を定める件（平成２０年国土交通省告示第８５号）

附則４又は附則６の規定により国土交通大臣が認定した企業集

団に属する者となった場合は、要綱第４条第２項の規定に基づ

き、随時の審査を行う。 

３ 資格審査及び結果の通知 

  前記１に掲げる資格の要件に適合しているかどうかについて、

前記２の申請手続により提出された書類により審査する。 

  結果は、申請者が届け出た電子メールアドレスを宛先とする電

子メールの送信により通知する。 

  また、前記１に掲げる資格の要件に適合すると認められる者で、

かつ、等級による格付を行う工種（土木一式工事、建築一式工事、

電気工事、管工事及び舗装工事）の資格審査申請をしている者に

ついては、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものを合計

した総合数値に基づき当該工種ごとに等級を付与する。 

 ⑴ 経営事項審査評価事項 

   経営事項審査に基づく経営規模等評価結果通知書・総合評定

値通知書中の申請している工種に対応する総合評定値（Ｐ） 

 ⑵ 広島市評価事項 

  ア 広島市が発注した建設工事の前２か年の完成工事平均成績 

  イ 広島市の指名停止等の状況 

  ウ まちの美化活動の取組状況 

  エ 花と緑にあふれる美しいまちづくりの取組状況 

  オ 「ひろしま型地域貢献企業」の認定状況 

カ 子育て支援の取組状況 

  キ 男女共同参画の取組状況 

  ク 若者の就業支援の取組状況 

  ケ 青少年の雇用の促進等の取組状況 

  コ 「女性と若者が輝く企業」の認定状況 

  サ 失業者に関する雇用の取組状況 

  シ 障害者に関する雇用の取組状況 

  ス 刑務所出所者等又は暴力団離脱者の雇用・支援の取組状況 

  セ 災害時の地域貢献の状況 

  ソ 消防団協力事業所の認定状況 

  タ エコアクション２１又はＩＳＯ１４００５の認証・登録の
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 状況 

チ 建設業労働災害防止協会への加入 

４ 資格の有効期間及び更新手続 

⑴ 有効期間 

   広島市長及び広島市水道事業管理者が定める日（以下「有効

期間開始日」という。）から次の定期の資格審査申請の受付に

係る競争入札参加資格の有効期間開始日の前日までとする。た

だし、その効力は、有効期間開始日以後最初に到来する要綱第

４条第１項の規定による定期の資格審査申請の受付又は同条第

２項本文の規定による３か月ごとの資格審査申請の受付に係る

有効期間開始日の前日までの間は、特定調達契約の競争入札以

外の競争入札には、及ばない。 

 ⑵ 更新手続 

   前記⑴の有効期間の更新を希望する者は、次の定期の資格審

査申請の受付に係る公告に基づき申請を行うこと。 

 

別記 

 建設工事競争入札参加資格審査申請書類一覧 

 １ 入札参加資格審査申請書（前記２⑴の「業者登録受付システ

ム」により印刷した申請受付内容を含む。） 

 ２ 使用印鑑届（前記２⑴の「業者登録受付システム」により印

刷するもの） 

 ３ 委任状（入札契約権限を、その使用人に対し、継続して委任

しようとする場合。前記２⑴の「業者登録受付システム」によ

り印刷するもの） 

 ４ 新規申請、振替口座の変更等の場合にあっては、口座振替依

頼書（前記２⑴の「業者登録受付システム」により印刷するも

の） 

 ５ 法人にあっては法人登記の履歴事項全部証明書、個人にあっ

ては身分証明書及び誓約書（いずれも証明年月日が資格審査申

請を行う日の３か月前の日以降のもの） 

 ６ 広島市税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（いずれ

も証明年月日が資格審査申請を行う日の３か月前の日以降のも

の）（ｅ－Ｔａｘを利用して電子納税証明書（ＰＤＦ形式）が

交付された場合には、交付された電子納税証明書をＡ４サイズ

に印刷したものでも可） 

 ７ 広島市の区域内に事業所等がなく、広島市への納税義務がな

い場合にあっては、申立書（前記２⑴の「業者登録受付システ

ム」により印刷するもの） 

 ８ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し（資格

審査申請を行う日において経営事項審査の審査基準日から１年

７か月を経過していないもの） 

 ９ 建設業法第３条第１項の規定による許可を受けていることが

確認できる次のいずれかの書類 

⑴ 「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」において

発行される、建設業許可を表示したＰＤＦファイルを印刷し

たもの（記載の発行日が前記２⑴の「業者登録受付システム」

において入力内容を送信した日以降のもの） 

⑵ 建設業許可証明書、建設業許可確認書若しくは建設業許可

通知書（証明年月日又は通知年月日が資格審査申請を行う日

の３か月前の日以降のもの） 

 10 営業所一覧表 

 11 営業所等調書兼実態調査同意書（広島市の区域内に所在する

営業所等の長が入札契約権限を有する場合） 

 12 定形郵便物（２５ｇ以内）における郵便料金相当額の普通切

手（建設工事に係る競争入札への参加を初めて希望する者及び

パスワード再発行希望者に限る。） 

 13 管工事に係る申請者で浄化槽工事の施工を希望する者にあっ

ては、浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第３３条第３項の

規定に基づく特例浄化槽工事業者の届出受理通知書の写し 

 14 広島市評価事項の実績調書及び評価基準に該当することが確

認できる書類（該当者のみ） 

 

別表 

広島市発注工事分類表 

建設業の許可を受けなけれ 

ばならない建設業の種類 
建設工事の種類 

土 木 工 事 業 土 木 一 式 工 事 

建 築 工 事 業 建 築 一 式 工 事 

大 工 工 事 業 大 工 工 事 

左 官 工 事 業 左 官 工 事 

と び ・ 土 工 工 事 業 とび・土工・コンクリート工事 

石 工 事 業 石 工 事 

屋 根 工 事 業 屋 根 工 事 

電 気 工 事 業 電 気 工 事 

管 工 事 業 管 工 事 

タイル・れんが・ブロック工事業 タイル・れんが・ブロック工事 

鋼 構 造 物 工 事 業 鋼 構 造 物 工 事 

鉄 筋 工 事 業 鉄 筋 工 事 

舗 装 工 事 業 舗 装 工 事 

し ゅ ん せ つ 工 事 業 し ゅ ん せ つ 工 事 

板 金 工 事 業 板 金 工 事 

ガ ラ ス 工 事 業 ガ ラ ス 工 事 

塗 装 工 事 業 塗 装 工 事 

防 水 工 事 業 防 水 工 事 

内 装 仕 上 工 事 業 内 装 仕 上 工 事 

機 械 器 具 設 置 工 事 業 機 械 器 具 設 置 工 事 

熱 絶 縁 工 事 業 熱 絶 縁 工 事 

電 気 通 信 工 事 業 電 気 通 信 工 事 

造 園 工 事 業 造 園 工 事 

さ く 井 工 事 業 さ く 井 工 事 

建 具 工 事 業 建 具 工 事 

水 道 施 設 工 事 業 水 道 施 設 工 事 

消 防 施 設 工 事 業 消 防 施 設 工 事 

清 掃 施 設 工 事 業 清 掃 施 設 工 事 

解 体 工 事 業 解 体 工 事 

 

競争入札参加者の資格に関する公告 

 

令和６年２月１日 
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 令和６年度において、広島市及び広島市水道局が発注する地質調査

業務、測量業務、土木関係建設コンサルタント業務、建築関係建設コ

ンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務（以下「建設コン

サルタント業務等」という。）のうち、地方公共団体の物品等又は特

定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）の

規定が適用される調達契約（以下「特定調達契約」という。）の競争

入札に参加しようとする者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」

という。）の要件及び当該資格の審査申請の手続等は、次のとおりで

す。 

 

広  島  市  長 松 井 一 實 

広島市水道事業管理者 村 上 裕 之 

 

１ 競争入札に参加しようとする者に必要な資格の要件 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４第１項各号のいずれにも該当しない者であること。 

 ⑵ 広島市長又は広島市水道事業管理者との契約に関し、次のい

ずれかに該当すると認められた後３年（広島市長又は広島市水

道事業管理者が３年の範囲内で別に期間を定めた場合にあって

は、その期間）を経過していない者又はその者を代理人、支配

人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でない

こと。 

  ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗

雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為

をした者 

  イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた

者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得る

ために連合した者 

  ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行する

ことを妨げた者 

  エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第

１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の

執行を妨げた者 

  オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、

当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った

者 

  キ この号（このキを除く。）の規定により競争入札に参加でき

ないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり

代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

 ⑶ 営業に関し法律上必要とする資格を有している者であること。 

  ア 測量業務について申請しようとする者は、測量法（昭和２４

年法律第１８８号）第５５条第１項の規定による登録を受けて

いる者であること。 

  イ 建築関係建設コンサルタント業務のうち建築一般について申

請しようとする者は、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）

第２３条第１項の規定による登録を受けているものであること。 

 ⑷ 広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱（平成１８

年６月１日施行。以下「要綱」という。）第１１条第１項（第３

号及び第４号に係る部分に限る。）又は同条第２項若しくは第３

項若しくは第１１条の２第１項（いずれも要綱第１１条第１項

（第３号及び第４号に係る部分に限る。）の規定に相当する部分

に限る。）の規定その他これらに類する広島市又は広島市水道局

の要綱等の規定（これらに準じ、又はその例によることとされる

場合を含む。）により、競争入札参加資格その他これに類する資

格を取り消された者にあっては、当該競争入札に参加することが

できない期間を経過していること。 

 ⑸ 要綱第１１条の３第１項又は第２項（それぞれ要綱第１１条第

１項（第３号及び第４号に係る部分に限る。）の規定に相当する

部分に限る。）の規定その他これらに類する広島市又は広島市水

道局の要綱等の規定（これらに準じ、又はその例によることとさ

れる場合を含む。）により、広島市又は広島市水道局が発注する

建設コンサルタント業務等に係る競争入札に参加することができ

ないとされた者にあっては、当該競争入札に参加することができ

ない期間を経過していること。 

 ⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

 ⑺ 広島市小規模修繕契約希望者登録制度実施要領（平成１６年１

２月１日施行）第４条に規定する広島市小規模修繕契約希望者名

簿に登録されている者でないこと。 

２ 資格審査申請の手続 

 ⑴ 申請方法 

   資格審査の申請者は、インターネットを利用して広島市ホーム

ページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp/）から「業者登録受

付システム」にアクセスし、申請入力画面上の申請フォームに必

要事項を入力し、送信した後、別記に掲げる書類（各１部）を持

参し提出すること。 

 ⑵ 申請期間、入力時間及び提出時間 

  ア 申請期間 公告の日から令和７年３月３１日まで随時受け付

ける。ただし、広島市の休日を定める条例（平成３

年広島市条例第４９号）第１条第１項各号に掲げる

日を除く。 

  イ 入力時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで（同入力

時間内に入力・送信を完了させること。） 

  ウ 提出時間 午後１時から午後５時まで 

   なお、随時審査であるため、入札に間に合わないことがある。 

 ⑶ 提出場所 

   広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

   広島市財政局契約部工事契約課（本庁舎１５階） 

 ⑷ 申請書等の作成に用いる言語等 

  ア 申請書類は、日本語で作成すること。なお、その他の書類

で外国語で記載されているものは、日本語による翻訳文を付

記し、又は添付すること。 

  イ 申請書類の金額表示は、出納官吏事務規程（昭和２２年大

蔵省令第９５号）第１６条に規定する外国貨幣換算率により

日本通貨に換算し、記載すること。 

 ⑸ 随時の審査を行う場合 

   申請書を提出後、資格の認定までに、会社更生法（平成１４

年法律第１５４号）に基づく更生手続開始若しくは更生計画認

可の決定を受けた場合又は民事再生法（平成１１年法律第２２
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 ５号）に基づく再生手続開始若しくは再生計画認可の決定を受

けた場合は、要綱第５条第２項の規定に基づき、随時の審査を

行う。 

３ 資格審査及び結果の通知 

  前記１に掲げる資格の要件に適合しているかどうかについて、

前記２の申請手続により提出された書類により審査する。 

  結果は、申請者が届け出た電子メールアドレスを宛先とする電

子メールの送信により通知する。 

４ 資格の有効期間及び更新手続 

⑴ 有効期間 

   広島市長及び広島市水道事業管理者が定める日（以下「有効

期間開始日」という。）から次の定期の競争入札参加資格の審

査の申請（以下「資格審査申請」という。）の受付に係る競争

入札参加資格の有効期間開始日の前日までとする。ただし、そ

の効力は、有効期間開始日以後最初に到来する要綱第５条第１

項の規定による定期の資格審査申請の受付又は同条第２項本文

の規定による３か月ごとの資格審査申請の受付に係る有効期間

開始日の前日までの間は、特定調達契約の競争入札以外の競争

入札には、及ばない。 

 ⑵ 更新手続 

   前記⑴の有効期間の更新を希望する者は、次の定期の資格審

査申請の受付に係る公告に基づき申請を行うこと。 

 

別記 

建設コンサルタント業務等競争入札参加資格審査申請書類一覧 

 １ 入札参加資格審査申請書（前記２⑴の「業者登録受付システ

ム」により印刷した申請受付内容を含む。） 

 ２ 使用印鑑届（前記２⑴の「業者登録受付システム」により印

刷するもの） 

 ３ 委任状（入札契約権限を、その使用人に対し、継続して委任

しようとする場合。前記２⑴の「業者登録受付システム」によ

り印刷するもの） 

 ４ 新規申請、振替口座の変更等の場合にあっては、口座振替依

頼書（前記２⑴の「業者登録受付システム」により印刷するも

の） 

 ５ 法人にあっては法人登記の履歴事項全部証明書、個人にあっ

ては身分証明書及び誓約書（いずれも証明年月日が資格審査申

請を行う日の３か月前の日以降のもの） 

 ６ 広島市税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（いずれ

も証明年月日が資格審査申請を行う日の３か月前の日以降のも

の）（ｅ－Ｔａｘを利用して電子納税証明書（ＰＤＦ形式）が

交付された場合には、交付された電子納税証明書をＡ４サイズ

に印刷したものでも可） 

 ７ 広島市の区域内に事業所等がなく、広島市への納税義務がな

い場合にあっては、申立書（前記２⑴の「業者登録受付システ

ム」により印刷するもの） 

 ８ 技術者経歴書 

 ９ 営業に関し法律上必要とする登録の証明書等（証明年月日が

資格審査申請を行う日の３か月前の日以降のもの） 

 10 法人にあっては資格審査申請を行う日の直前の事業年度終了

の日の直前１年の事業年度の財務諸表、個人にあっては前年の

青色申告書の貸借対照表及び損益計算書 

 11 営業所等調書兼実態調査同意書（広島市の区域内に所在する

営業所等の長が入札契約権限を有する場合） 

 12 定形郵便物（２５ｇ以内）における郵便料金相当額の普通切

手（建設コンサルタント業務等に係る競争入札への参加を初め

て希望する者及びパスワード再発行希望者に限る。） 


